
■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名

1 2 2-1-8ハ 2-99
全国健康保険協会被保険者の高額介
護合算療養費の支給決定

高額介護合算療養費の支給を全国健
康保険協会から受けるための手続

4
介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施若しくは保険料の徴収に
関する情報

全国健康保険協会 市町村長
厚生労働省保険局保
険課

2 3 3-1-9ハ 2-277
健康保険組合被保険者の高額介護合
算療養費の支給決定

高額介護合算療養費の支給を健康保
険組合から受けるための手続

4
介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施若しくは保険料の徴収に
関する情報

健康保険組合 市町村長
厚生労働省保険局保
険課

3 2 2-1-8イ 2-346
日雇特例被保険者の高額介護合算療
養費の支給決定

高額介護合算療養費の支給を全国健
康保険協会から受けるための手続

31
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に
関する法律による医療に関する給付の支
給又は保険料の徴収に関する情報

全国健康保険協会
医療保険者又は後期高
齢者医療広域連合

厚生労働省保険局保
険課

4 2 2-1-8ハ 2-347
日雇特例被保険者の高額介護合算療
養費の支給決定

高額介護合算療養費の支給を全国健
康保険協会から受けるための手続

4
介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施若しくは保険料の徴収に
関する情報

全国健康保険協会 市町村長
厚生労働省保険局保
険課

5 6 6-1-5ロ 4-154
船員保険法による療養の給付の受給
等（高額介護合算療養費の支給決
定）

高額介護合算療養費の支給を全国健
康保険協会から受けるための手続

4
介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施若しくは保険料の徴収に
関する情報

全国健康保険協会 市町村長
厚生労働省保険局保
険課

6 16 12-1-5ヘ、ト 7-29
費用の徴収（費用の徴収に係る負担
能力の認定を含む）

児童入所施設措置児童等に係る費用
を都道府県等が保護者等から徴収す
るための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課

7 16 12-1-1へ、ト 7-41 負担能力の認定
児童入所施設措置児童等に係る費用
を都道府県等が保護者等から徴収す
るための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課

8 14 11-1-1ロ、ハ 7-83 障害児入所給付費の支給決定
障害児入所決定を居住地都道府県等
から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事、指定都
市の長又は児童相談所
設置市の長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部障害福祉課

9 16
12-1-2ホ、ヘ
12-1-6ホ、ヘ

7-117 負担能力の認定及び費用の徴収
児童入所施設措置児童等に係る費用
を都道府県等が保護者等から徴収す
るための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部障害福祉課

10 16 12-1-8ト、チ 8-39 保育の措置に係る費用の徴収
児童入所施設措置児童等に係る費用
を都道府県等が保護者等から徴収す
るための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局保育課

11 10 9-1-1ロ、ハ 8-52
障害児通所給付費又は特例障害児通
所給付費の給付決定

障害児通所決定又は特例障害児通所
給付決定を居住地市町村から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部障害福祉課

12 16 12-1-4ト、チ 9-17
費用の徴収（費用の徴収に係る負担
能力の認定を含む）

児童入所施設措置児童等に係る費用
を都道府県等が保護者等から徴収す
るための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課

情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２
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■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）
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管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
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項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別
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13 20
14-1-1イ、
14-2-1イ

12-3
障害福祉サービス、障害者支援施設
等への入所等の措置

やむを得ない事由により介護給付費
等の支給を受けることが困難な身体
障害者に対し、市町村が障害福祉
サービスの提供又は障害者支援施設
への入所等をさせるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部障害福祉課

14 27 20-2 16-3 個人住民税の障害者控除の適用
障害者に該当する者が適用される障
害控除の適用についての資格審査に
係る手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

総務省自治税務局
市町村税課

15 27
20-6
(20-2イ)
(20-2ロ)

16-4 軽自動車税の障害者減免
身体障害者等の方のために使用する
軽自動車等に係る軽自動車税につい
て、減免を受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

総務省自治税務局
都道府県税課
環境・自動車税制企
画室

16 28
21-1イ
21-1ロ

16-17 個人事業税の減免
事業を行う個人の方が身体障害者等
である場合に、個人事業税の減免を
受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

総務省自治税務局
都道府県税課

17 28
21-3
(21-2イ)
(21-2ロ)

16-18 自動車税の減免
身体障害者等の方のために使用する
自動車に係る自動車税について、減
免を受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

総務省自治税務局
都道府県税課
環境・自動車税制企
画室

18 28
21-2イ
21-2ロ

16-19 自動車取得税の減免
身体障害者等の方のために使用する
自動車に係る自動車取得税につい
て、減免を受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

総務省自治税務局
都道府県税課
環境・自動車税制企
画室

19 31 22-1イ、ロ 19-2 家賃の決定
公営住宅入居者の家賃を決定するた
めの手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

20 31 22-1イ、ロ 19-8 収入超過者の家賃の決定
公営住宅入居者の家賃を決定するた
めの手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

21 31
22-4
（22-1イ､ロ）

19-14 公営住宅への入居者の決定
公営住宅の入居者を決定するための
手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

22 31 22-1イ、ロ 19-20 高額所得者の家賃の決定
公営住宅の家賃を決定するための手
続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課
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■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）
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特定個人
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（別表第二）
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条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

23 31
22-2
（22-1イ､ロ）

19-26 家賃又は金銭を減免する決定
公営住宅の家賃等減免を決定するた
めの手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

24 31
22-2
（22-1イ､ロ）

19-32 敷金を減免する決定
公営住宅の敷金減免を決定するため
の手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

25 31
22-3
（22-1イ､ロ）

19-38
家賃、敷金又は金銭の徴収を猶予す
る決定

公営住宅の家賃、敷金又は金銭の徴
収を猶予する決定を行うための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

26 31
22-5
（22-1イ､ロ）

19-44
公営住宅の入居者が、当該公営住宅
の入居の際に同居した親族以外の者
を同居させようとするときの承認

公営住宅の入居者が、当該公営住宅
の入居の際に同居した親族以外の者
を同居させようとするときの承認の
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

27 31
22-6
（22-1イ､ロ）

19-50

公営住宅の入居者が死亡し、又は退
去した場合において、その死亡時又
は退去時に当該入居者と同居してい
た者が、引き続き当該公営住宅に居
住する際の承認

公営住宅の入居者が死亡し、又は退
去した場合において、その死亡時又
は退去時に当該入居者と同居してい
た者が、引き続き当該公営住宅に居
住する際の承認のための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

28 31

22-7
（22-1イ､ロ）
22-10
（22-1イ､ロ）

19-55 公営住宅の明渡しの請求の決定
公営住宅入居者に対する明渡しの請
求を決定するための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

29 31
22-9
（22-1イ､ロ）

19-60 他の住宅をあっせんする事務

公営住宅入居者のうち収入超過者に
ついて、その者が他の適当な住宅に
入居することができるようあっせん
等を行うための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

30 31

22-1イ､ロ
22-2
（22-1イ､ロ）
22-3
（22-1イ､ロ）
22-7
（22-1イ､ロ）
22-9
（22-1イ､ロ）

19-64
公営住宅の入居者の収入の状況につ
いて報告を求める事務

公営住宅の入居者の収入の状況につ
いて、当該入居者若しくはその雇
主、その取引先その他の関係人に報
告を求め、又は官公署に必要な書類
を閲覧させ、若しくはその内容を記
録させることを求める手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

31 31

22-2
（22-1イ､ロ）
22-3
（22-1イ､ロ）

19-69 高額所得者から金銭を徴収する事務

公営住宅入居者のうち高額所得者に
ついて、明渡し請求を受け、期限が
到来してもなお公営住宅を明け渡さ
ない場合、期限到来日の翌日から明
渡しを行う日までの期間について毎
月金銭を徴収するための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

3/9



■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

32 31
22-8
（22-1イ､ロ）

19-74 明渡し期限を延長する事務

公営住宅入居者のうち高額所得者に
ついて、明渡し請求を受けた者が病
気にかかっていることその他特別の
事情がある場合において、その者か
ら申し出があったときに、明渡し期
限を延長する手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

33 31
22-11
（22-1イ､ロ）

19-79
事業主体の定める条例に規定する事
務

事業主体が、公営住宅及び共同施設
の管理について条例で定める事務に
関する手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

公営住宅法第二条第十
六号に規定する事業主
体である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

34 37 23-1 26-1

特別支援教育就学奨励費の経費の支
弁の基準に基づく保護者等の区分の
算定に必要な資料の受理【本人同意
要】

都道府県教育委員会が、特別支援教
育就学奨励費負担金の対象となる児
童等の支弁区分を決定するために必
要な手続

2

地方税法その他の地方税に関する法律に
基づく条例の規定により算定した税額若
しくはその算定の基礎となる事項に関す
る情報

文部科学大臣又は都道
府県教育委員会

市町村長
文部科学省初等中等
教育局特別支援教育
課

35 37 23-2 26-2
特別支援教育就学奨励費の経費の支
弁の基準に基づく保護者等の区分の
算定に必要な資料の受理

都道府県教育委員会が、特別支援教
育就学奨励費負担金の対象となる児
童等の支弁区分を決定するために必
要な手続

1
住民基本台帳法第七条第四号に規定する
事項

文部科学大臣又は都道
府県教育委員会

市町村長
文部科学省初等中等
教育局特別支援教育
課

36 37 23-1 26-3

特別支援学校への就学奨励に関する
法律施行令第２条の規定に基づく保
護者等の属する世帯の収入額及び需
要額の算定【本人同意要】

都道府県教育委員会が、特別支援教
育就学奨励費負担金の対象となる児
童等の支弁区分を決定するために必
要な手続

2

地方税法その他の地方税に関する法律に
基づく条例の規定により算定した税額若
しくはその算定の基礎となる事項に関す
る情報

文部科学大臣又は都道
府県教育委員会

市町村長
文部科学省初等中等
教育局特別支援教育
課

37 37 23-2 26-4

特別支援学校への就学奨励に関する
法律施行令第２条の規定に基づく保
護者等の属する世帯の収入額及び需
要額の算定

都道府県教育委員会が、特別支援教
育就学奨励費負担金の対象となる児
童等の支弁区分を決定するために必
要な手続

1
住民基本台帳法第七条第四号に規定する
事項

文部科学大臣又は都道
府県教育委員会

市町村長
文部科学省初等中等
教育局特別支援教育
課

38 42 25-1-3イ 30-104
国民健康保険法による高額介護合算
療養費の支給に関する事務

高額介護合算療養費の支給を被保険
者が国保保険者から受けるための手
続（自己負担額の確認）

31
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に
関する法律による医療に関する給付の支
給又は保険料の徴収に関する情報

市町村長又は国民健康
保険組合

医療保険者又は後期高
齢者医療広域連合

厚生労働省保険局国
民健康保険課

39 42 25-1-3ハ 30-107
国民健康保険法による高額介護合算
療養費の支給に関する事務

高額介護合算療養費の支給を被保険
者が国保保険者から受けるための手
続（自己負担額の確認）

4
介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施若しくは保険料の徴収に
関する情報

市町村長又は国民健康
保険組合

市町村長
厚生労働省保険局国
民健康保険課

40 54
28-3
(28-1イ、ロ)

35-2 改良住宅の入居者の決定
改良住宅の入居者を決定するための
手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

41 54
28-6
(28-1イ、ロ)

35-8 改良住宅の家賃の決定
改良住宅の家賃を決定するための手
続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

42 54
28-8
(28-1イ、ロ)

35-13 割増賃料を徴収する事務
改良住宅の割増賃料を決定するため
の手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

4/9



■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

43 54
28-7
（28-1イ、
ロ）

35-19 家賃を減免する決定
改良住宅の家賃減免を決定するため
の手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

44 54 28-1イ、ロ 35-25 敷金を減免する決定
改良住宅の敷金の減免を決定するた
めの手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

45 54
28-7
(28-1イ、ロ)

35-31 割増賃料を減免をする決定
改良住宅の割増賃料の減免を決定す
るための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

46 54
28-2
(28-1イ、ロ)

35-37 家賃又は敷金の徴収を猶予する決定
改良住宅の家賃、敷金又は金銭の徴
収を猶予する決定を行うための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

47 54
28-9
(28-1イ、ロ)

35-43 割増賃料の徴収を猶予する決定
改良住宅の割増賃料の徴収を猶予す
る決定を行うための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

48 54
28-4
(28-1イ、ロ)

35-48 改良住宅の明渡しを請求する事務
改良住宅入居者に対する明渡しの請
求を決定するための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

49 54
28-10
(28-1イ、ロ)

35-52 他の住宅をあっせんする事務

改良住宅入居者のうち収入超過者に
ついて、その者が他の適当な住宅に
入居することができるようあっせん
等を行うための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

50 54
28-1イ、ロ
28-2
（28-1イ､ロ）

35-56
改良住宅の入居者の収入の状況につ
いて報告を求める事務

改良住宅の入居者の収入の状況につ
いて、当該入居者若しくはその雇
主、その取引先その他の関係人に報
告を求め、又は官公署に必要な書類
を閲覧させ、若しくはその内容を記
録させることを求める手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

51 54
28-5
（28-1イ､ロ）

35-61 施行者の定める条例に規定する事務
事業主体が、改良住宅及び共同施設
の管理について条例で定める事務に
関する手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

住宅地区改良法第二条
第二項に規定する施行
者である都道府県知事
又は市町村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

国土交通省住宅局住
宅総合整備課

52 55 29-1-1 36-2
障害者の職業紹介業務求職登録業務-
求職登録票の確認

障害者として求職登録する際に必要
な確認を求職者がハローワークから
受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

5/9



■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

53 57 31-1-1ハ 37-3
児童扶養手当の認定請求に係る事実
についての審査

児童扶養手当法第６条に定める児童
扶養手当の認定請求に係る手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課

54 57 31-1-2ハ 37-19
児童扶養手当の手当額改定請求に係
る事実についての審査

児童扶養手当法第８条第１項に定め
る児童扶養手当の額改定請求に係る
手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課

55 57
31-1-5ハ
31-1-6イ

37-51
児童扶養手当の届出に係る事実につ
いての審査

児童扶養手当法施行規則第４条に定
める現況届及び第４条の２に定める
障害の状態に関する届に係る手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課

56 79 42-1-1 57-59
障害者初回雇用奨励金支給要件の確
認‐対象労働者であることの確認
（身体）

特定求職者雇用開発助成金を支給申
請者が国から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

57 79 42-1-1 57-61
中小企業障害者多数雇用施設設置等
助成金支給要件の確認‐対象労働者
であることの確認（身体）

中小企業障害者多数雇用施設設置等
助成金を支給申請者が国から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

58 79 42-1-1 57-83

障害者トライアル雇用奨励金・短時
間トライアル雇用奨励金実施計画書
の提出時‐実施計画書の確認‐対象
労働者であることの確認（身体）

助成金を申請事業主が国から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

59 79 42-1-1 57-91
障害者職場定着支援奨励金‐対象労
働者であることの確認（身体）

助成金を申請事業主が国から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

60 79 42-1-1 57-95
企業在籍型職場適応援助促進助成金
‐対象労働者であることの確認（身
体）

助成金受給に必要な認定を事業主が
管轄労働局から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

61 79 42-1-1 57-98
障害者職場復帰支援助成金‐対象労
働者であることの確認（身体）

助成金受給に必要な認定を事業主が
管轄労働局から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

62 79 42-1-1 57-100
障害者職業能力開発助成金‐対象労
働者であることの確認（身体）

障害者職業能力開発助成金を事業主
が国から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課
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■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

63 79 42-1-1 57-102
特定就職困難者雇用開発助成金支給
要件の確認‐対象労働者であること
の確認（身体）

特定就職困難者雇用開発助成金の支
給を、障害者を雇い入れた事業主
が、労働局から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部雇用開
発企画課

64 79 42-1-2 57-103
障害者初回雇用奨励金支給要件の確
認‐対象労働者であることの確認
（精神）

特定求職者雇用開発助成金を支給申
請者が国から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

65 79 42-1-2 57-104
中小企業障害者多数雇用施設設置等
助成金支給要件の確認‐対象労働者
であることの確認（精神）

中小企業障害者多数雇用施設設置等
助成金を支給申請者が国から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

66 79 42-1-2 57-105

障害者トライアル雇用奨励金・短時
間トライアル雇用奨励金実施計画書
の提出時‐実施計画書の確認‐対象
労働者であることの確認（精神）

助成金を申請事業主が国から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

67 79 42-1-2 57-106
障害者職場定着支援奨励金‐対象労
働者であることの確認（精神）

助成金を申請事業主が国から受ける
ための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

68 79 42-1-2 57-108
企業在籍型職場適応援助促進助成金
‐対象労働者であることの確認（精
神）

助成金受給に必要な認定を事業主が
管轄労働局から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

69 79 42-1-2 57-109
障害者職場復帰支援助成金‐対象労
働者であることの確認（精神）

助成金受給に必要な認定を事業主が
管轄労働局から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

70 79 42-1-2 57-110
障害者職業能力開発助成金‐対象労
働者であることの確認（精神）

障害者職業能力開発助成金を事業主
が国から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部障害者
雇用対策課

71 79 42-1-2 57-111
特定就職困難者雇用開発助成金支給
要件の確認‐対象労働者であること
の確認（精神）

特定就職困難者雇用開発助成金の支
給を、障害者を雇い入れた事業主
が、労働局から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

厚生労働大臣（職業安
定局）

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省職業安定
局雇用開発部雇用開
発企画課

72 80 43-1-3イ 59-95
高額介護合算療養費の支給に関する
事務【基準日被保険者】

高額介護合算療養費の支給を被保険
者が後期高齢者医療広域連合から受
けるための手続（自己負担額、適用
区分の確認）

31
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に
関する法律による医療に関する給付の支
給又は保険料の徴収に関する情報

高齢者の医療の確保に
関する法律（昭和五十
七年法律第八十号）第
四十八条に規定する後
期高齢者医療広域連合

医療保険者又は後期高
齢者医療広域連合

厚生労働省保険局高
齢者医療課
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■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

73 106 53-1ロ、ハ 81-2

奨学金の貸与申請に係る審査（奨学
金の貸与者の認定の際の家計支持者
の収入が機構の定める収入基準額以
下であるかどうかの審査における世
帯構成員の状況の確認）

奨学金の貸与を申請するにあたり、
申請者が基準を満たすことを機構に
示すための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

独立行政法人日本学生
支援機構

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

文部科学省高等教育
局学生・留学生課

74 106 53-2ロ、ハ 81-9
奨学金の返還期限猶予申請に係る審
査（返還期限猶予の審査における本
人、世帯構成員の状況の確認）

奨学金の返還期限猶予を申請するに
あたり、申請者が要件を満たすこと
を機構に示すための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

独立行政法人日本学生
支援機構

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

文部科学省高等教育
局学生・留学生課

75 106 53-3イ、ロ 81-17

奨学金債権償却の認定のための審査
（奨学金債権償却の認定のための審
査における返還者本人、連帯保証
人、保証人の状況の確認）

奨学金債権償却の認定のための審査
に係る手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

独立行政法人日本学生
支援機構

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

文部科学省高等教育
局学生・留学生課

76 108 55-1-9ロ,ハ 84-97
自立支援医療費の支給認定の申請内
容変更

自立支援医療支給決定を受けた者の
うち、その申請内容に変更があった
際に居住地市町村にその申請を行う
手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部精神・障害保
健課

77 108
55-1-1ト、
55-1-1チ

84-102
介護給付費、特例介護給付費、訓練
等給付費及び特例訓練等給付費の支
給決定

介護給付費等の支給決定を居住地市
町村から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部障害福祉課

78 108
55-1-1ト、
55-1-1チ

84-105
地域相談支援給付費及び特例地域相
談支援給付費の支給決定

地域相談支援給付費及び特例地域相
談支援給付費の支給決定を居住地市
町村から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部障害福祉課

79 108 55-1-1ト 84-108 補装具費の支給決定
補装具費を障害者（障害児の場合は
保護者）が居住市町村から受けるた
めの手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部企画課自立支
援振興室

80 108 55-1-5ニ、ホ 84-115 自立支援医療費の支給認定
自立支援医療の支給認定を居住地市
町村から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

都道府県知事又は市町
村長

都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

厚生労働省障害保健
福祉部精神・障害保
健課

81 116 59の2-1ヘ、ト 94-8

子供のための教育・保育給付に係る
支給認定（利用者負担区分の決定
等）の申請に係る事実についての審
査

幼稚園、認定こども園、保育所の利
用等に必要な認定（利用者負担区分
の決定等）を保護者が居住市区町村
から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

内閣府子ども・子育
て本部新制度担当

82 116 59の2-2 94-23

子供のための教育・保育給付に係る
支給認定（利用者負担区分の決定
等）の変更申請に係る事実について
の審査

幼稚園、認定こども園、保育所の利
用等に必要な認定（利用者負担区分
の決定等）を保護者が居住市区町村
から受けるための手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

内閣府子ども・子育
て本部新制度担当
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■（参考）本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（平成２９年１１月１３日時点）

担当課室名

管理番号 事務手続名 手続の概要
特定個人
情報番号

特定個人情報名
情報提供者
機関種別

項番
事務番号

（別表第二）
主務省令の

条項

事務手続 特定個人情報
情報照会者
機関種別

別紙２

83 116 59の2-3 94-36

子供のための教育・保育給付に係る
支給認定（利用者負担区分の決定
等）の職件による変更に係る事実に
ついての審査

幼稚園、認定こども園、保育所の利
用等に必要な認定（利用者負担区分
の決定等）を保護者がうけるため
に、居住市区町村が行う手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

内閣府子ども・子育
て本部新制度担当

84 116 59の2-4 94-49
子供のための教育・保育給付に係る
支給認定の取消しに係る事実につい
ての審査

幼稚園、認定こども園、保育所の利
用等が必要なくなった場合に、居住
地市町村が行う手続

20

身体障害者福祉法による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律による精神障害者保健福祉手帳若
しくは知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報

市町村長
都道府県知事、指定都
市の長又は中核市の長

内閣府子ども・子育
て本部新制度担当
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